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徳山駅北口駅前広場が完成

ライトアップされた徳山駅北口駅前広場の噴水

　10月末に徳山駅北口駅前広場が完成しました。
　新しい駅前広場は、バス降り場も広場内に整備
され、電車等への乗り換えがより便利になるととも
に、噴水や芝生広場など、憩いの空間もできました。
　噴水は夜になるとライトアップされ、水と光のコ
ラボレーションを楽しむことができます。

新しくなった徳山駅北口駅前広場と
　　　　　　　　　　　　 徳山駅前賑わい交流施設
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　第５回定例会を９月２日から９月20日までの19日間開催し、一
般会計補正予算、条例の一部を改正する条例制定等の市長提出
議案39件、陳情１件、議員提出議案１件を審議しました。
　第６回臨時会を10月29日に開催し、一般会計補正予算等の市
長提出議案２件を審議し、閉会中に審査を行った平成30年度一
般会計及び特別会計決算の認定について表決を行いました。

の概要の概要
問　
野
犬
対
策
と
し
て
第
１
期
の
草
刈

り
を
終
え
た
と
の
こ
と
だ
が
、
今
後
の

計
画
は
。

答　
第
１
期
の
草
刈
り
で
、
２
万
平
方

メ
ー
ト
ル
を
終
了
し
て
お
り
、
第
２
期

の
草
刈
り
を
９
月
半
ば
に
実
施
す
る
予

定
で
あ
る
。
今
後
、
野
犬
の
す
み
に
く

い
環
境
づ
く
り
な
ど
、
次
に
つ
な
が
る

よ
う
な
対
策
を
考
え
て
い
る
。

問　
野
犬
対
策
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
具
体

的
な
内
容
は
。

答　
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
で
は
、
ペ
ッ
ト
の

遺
棄
防
止
や
、
終
生
飼
育
な
ど
の
愛
護

精
神
も
訴
え
る
。
実
施
場
所
は
、
こ
れ

ま
で
周
南
緑
地
内
で
２
回
、
南
北
自
由

通
路
で
１
回
行
っ
て
い
る
の
で
、
こ
れ

ま
で
と
は
異
な
る
場
所
と
し
、
今
後
も
、

継
続
的
に
市
内
全
域
で
実
施
し
て
い
き

た
い
。

委
員
会
審
査
結
果
　
全
会
一
致
で
可
決

　
野
犬
の
す
み
に
く
い
環
境
づ
く
り
な

ど
の
緊
急
対
策
費
と
し
て
、
９
６
３
万

３
０
０
０
円
を
７
月
31
日
に
専
決
処
分

に
よ
り
増
額
し
た
も
の
、
ま
た
、
新
た

に
、
野
犬
対
策
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
開
催
経

費
、
27
万
円
を
増
額
す
る
も
の
で
す
。

予
算
決
算
委
員
会
で
の
審
査

問　
印
鑑
登
録
原
票
の
登
録
事
項
か
ら

性
別
を
削
除
す
る
と
の
こ
と
だ
が
、
な

ぜ
か
。

答　
平
成
28
年
12
月
の
総
務
省
通
知
に

よ
り
、
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
の
方
へ

の
配
慮
と
い
う
こ
と
で
、
印
鑑
登
録
証

明
か
ら
性
別
を
削
除
し
て
も
よ
い
こ
と

に
な
っ
た
た
め
、
こ
の
た
び
の
条
例
改

正
で
、
削
除
し
た
。

問　
旧
氏
で
の
印
鑑
登
録
が
可
能
と
な

る
の
か
。

答　
住
民
基
本
台
帳
法
の
改
正
に
伴
い
、

住
民
票
、
印
鑑
登
録
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
に
お
い
て
、
旧
氏
で
の
登
録
が

可
能
と
な
る
。
登
録
は
、
本
人
か
ら
の

申
し
出
が
あ
っ
た
場
合
の
み
で
、
現
在
、

国
が
示
す
手
続
で
は
、
申
請
時
に
、
表

記
を
希
望
す
る
旧
氏
か
ら
現
在
の
名
前

ま
で
の
つ
な
が
り
が
わ
か
る
戸
籍
謄
抄

本
を
提
出
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

委
員
会
審
査
結
果
　
全
会
一
致
で
可
決

　
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
令
の
一
部
を

改
正
す
る
政
令
の
公
布
に
伴
い
、
印
鑑

登
録
証
明
事
務
処
理
要
領
の
一
部
改
正

を
受
け
、
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
で

す
。環

境
建
設
委
員
会
で
の
審
査

脈
は
あ
る
と
感
じ
て
い
る
。

問　
今
後
の
全
体
的
な
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
は
。

答　
職
員
２
名
が
ブ
ル
ガ
リ
ア
共
和
国

を
訪
問
し
、
事
前
の
交
渉
、
協
議
を
行

う
。
合
意
が
得
ら
れ
れ
ば
、
お
お
む
ね

の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
固
め
た
い
。
正
式

に
協
定
を
結
ん
だ
後
、
受
け
入
れ
態
勢

の
強
化
な
ど
を
年
度
内
に
行
い
、
オ
リ

ン
ピ
ッ
ク
に
備
え
た
い
。

問　
誘
致
に
成
功
し
た
場
合
の
効
果
に

つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
か
。

答　
市
民
の
ス
ポ
ー
ツ
に
対
す
る
関
心

を
高
め
、
機
運
を
盛
り
上
げ
た
い
と
考

え
て
い
る
。
ま
た
、
ス
ポ
ー
ツ
コ
ン
ベ

ン
シ
ョ
ン
の
推
進
、
国
際
交
流
、
文
化

交
流
、
地
域
の
活
性
化
に
も
期
待
し
て

い
る
。

委
員
会
審
査
結
果
　
全
会
一
致
で
可
決

賛
成
討
論

・
誘
致
が
成
功
す
れ
ば
、
大
会
へ
の
意

識
醸
成
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
へ
の
関
心
の

高
ま
り
に
つ
な
が
り
、
大
会
を
よ
り

身
近
に
感
じ
ら
れ
る
。
誘
致
を
起
点

に
、
応
援
活
動
が
活
発
化
す
る
等
、

さ
ら
な
る
盛
り
上
が
り
、
広
が
り
を

期
待
す
る
。

本
会
議
で
の
討
論

問　
ブ
ル
ガ
リ
ア
共
和
国
の
男
子
レ
ス

リ
ン
グ
チ
ー
ム
を
事
前
キ
ャ
ン
プ
に
誘

致
す
る
こ
と
と
な
っ
た
経
緯
は
。

答　
徳
山
大
学
レ
ス
リ
ン
グ
部
の
関
係

者
か
ら
話
が
あ
り
、
受
け
入
れ
施
設
、

団
体
と
も
好
条
件
と
考
え
ら
れ
る
こ
と

か
ら
、
誘
致
に
協
力
す
る
こ
と
と
な
っ

た
。
ブ
ル
ガ
リ
ア
共
和
国
男
子
レ
ス
リ

ン
グ
チ
ー
ム
の
事
前
キ
ャ
ン
プ
地
が
決

定
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
同
国

女
子
レ
ス
リ
ン
グ
チ
ー
ム
の
事
前
キ
ャ

ン
プ
地
で
あ
る
岡
山
市
に
問
い
合
わ
せ
、

紹
介
し
て
い
た
だ
い
た
。

問　
誘
致
成
功
の
可
能
性
は
。

答　
実
際
に
会
っ
て
説
明
を
受
け
た
い

と
言
っ
て
い
た
だ
い
て
お
り
、
か
な
り

　
来
年
の
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
事
前

キ
ャ
ン
プ
地
を
誘
致
す
る
た
め
の
活
動

経
費
、
３
２
７
万
３
０
０
０
円
を
増
額

す
る
も
の
で
す
。

予
算
決
算
委
員
会
で
の
審
査

可決
（全会一致）

一
般
会
計
補
正
予
算（
第
３
号
）お
よ
び

　
（
第
４
号
）
狂
犬
病
予
防
事
業
費

９月定例会

可決
（全会一致）

一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
５
号
）

　
　
　
ス
ポ
ー
ツ
振
興
一
般
事
務
費
９月定例会

可決
（全会一致）

印
鑑
条
例
の
一
部
改
正

９月定例会
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委
員
会
で
の
討
論

問
　
履
行
確
認
用
の
写
真
の
提
出
方
法

は
。

答　
建
築
工
事
に
つ
い
て
は
、
数
年
前

か
ら
紙
媒
体
と
Ｐ
Ｄ
Ｆ
デ
ー
タ
の
両
方

の
提
出
を
求
め
て
い
る
。
土
木
工
事
に

つ
い
て
は
、
今
年
度
か
ら
紙
媒
体
で
も

デ
ー
タ
で
も
ど
ち
ら
で
も
提
出
の
し
や

す
い
方
で
よ
い
と
し
て
い
る
。
上
下
水

道
局
に
お
い
て
は
、
紙
媒
体
と
デ
ー
タ

で
の
提
出
が
混
在
し
て
い
る
状
況
で
あ

る
。
　
質
疑
終
了
後
、
委
員
か
ら
、
次
の
と

お
り
意
見
が
出
ま
し
た
。

【
意
見
の
概
要
】

　
一
人
親
方
は
労
働
基
準
法
の
適
用
外

で
あ
り
、
業
務
委
託
契
約
書
で
発
注
者

す
な
わ
ち
市
は
何
ら
責
任
を
負
わ
な
い

こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

市
に
対
し
て
労
災
の
処
理
を
求
め
る
こ

と
は
難
し
く
、
あ
く
ま
で
法
の
中
で
処

理
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。

　
そ
の
後
、
討
論
を
行
い
ま
し
た
。

反
対
討
論

・
市
は
発
注
後
に
施
行
計
画
書
の
と
お

り
に
工
事
が
行
わ
れ
て
い
る
か
、
工

事
・
業
務
の
進
捗
状
況
に
も
責
任
を

持
つ
必
要
が
あ
り
、
下
請
や
作
業
員

の
資
格
や
能
力
に
つ
い
て
も
適
正
で

あ
る
か
、
監
視
す
る
必
要
が
あ
る
と

考
え
る
。

委
員
会
審
査
結
果
　

全
会
一
致
で
不
採
択

※
全
会
一
致
で
意
見
を
付
す
こ
と
を
決
定

委
員
会
の
審
査
結
果
に
つ
け
た
意
見

　
市
を
発
注
者
と
し
た
契
約
に
お

い
て
、
受
注
者
の
下
請
で
あ
る
一

人
親
方
に
対
し
て
、
労
災
保
険
の

加
入
を
強
制
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
が
、
推
奨
す
る
こ
と
を
検
討
さ

れ
た
い
。
ま
た
、
現
在
、
建
築
工

事
等
の
履
行
確
認
用
写
真
の
提
出

に
関
し
て
、
一
部
デ
ー
タ
化
が
進

め
ら
れ
て
い
る
が
、
今
後
、
よ
り

一
層
工
事
の
安
全
性
や
適
格
性
が

向
上
す
る
よ
う
に
努
め
る
こ
と
。

企
画
総
務
委
員
会
で
の
審
査

◆
審
査
の
要
旨
◆

　
陳
情
の
審
査
に
当
た
り
、
執
行
部
に

対
し
、
本
市
の
工
事
契
約
等
の
現
状
に

つ
い
て
説
明
を
求
め
る
こ
と
に
決
定
し
、

説
明
を
受
け
た
後
、
質
疑
を
行
い
ま
し

た
。

委
員
会
で
の
討
論

周
南
市
の
入
札
後
及
び
発
注
の

 

チ
ェ
ッ
ク
体
制
強
化
に
関
す
る
陳
情

不採択
（全会一致）

陳情第１号

９月定例会

問
　
な
ぜ
「
新
南
陽
」
と
い
う
名
称
な

の
か
。
近
年
整
備
さ
れ
た
セ
ン
タ
ー
の

名
称
は
、
栗
屋
や
高
尾
で
あ
る
こ
と
か

ら
す
る
と
、
福
川
が
適
当
で
は
な
い
か
。

答　
当
該
名
称
は
教
育
委
員
会
で
案
を

作
成
し
、
周
南
市
立
学
校
給
食
セ
ン
タ

ー
運
営
審
議
会
お
よ
び
教
育
委
員
会
定

例
会
に
諮
り
、
決
定
し
た
。
名
称
決
定

に
当
た
っ
て
は
、
こ
れ
ま
で
整
備
し
た

セ
ン
タ
ー
の
名
称
の
決
め
方
を
踏
襲
し
、

統
一
性
を
保
ち
た
い
と
の
考
え
か
ら
、

給
食
の
配
送
エ
リ
ア
で
は
な
く
、
セ
ン

タ
ー
の
所
在
地
で
決
め
た
。
本
セ
ン
タ

ー
は
、
当
初
の
12
セ
ン
タ
ー
の
整
備
計

画
か
ら
、
用
地
確
保
や
児
童
・
生
徒
数

の
推
移
に
よ
り
、
６
セ
ン
タ
ー
の
整
備

に
変
更
し
た
際
に
、
福
川
・
富
田
・
桜

田
・
菊
川
の
４
つ
の
地
域
を
１
つ
に
統

合
し
て
整
備
す
る
と
し
た
セ
ン
タ
ー
の

た
め
、
こ
れ
ら
の
所
在
地
を
総
称
し

「
新
南
陽
」
と
し
た
。
旧
２
市
２
町
の

旧
新
南
陽
市
と
い
う
考
え
方
で
な
く
、

地
域
の
総
称
と
考
え
て
い
る
。

賛
成
討
論

・
新
南
陽
と
の
名
称
だ
が
、
一
体
感
の

醸
成
と
、
合
併
し
て
16
年
余
り
で
あ

る
こ
と
を
考
え
る
と
、
今
ま
で
の
も

の
を
踏
襲
す
る
考
え
方
に
疑
問
が
あ

る
が
、
総
称
と
し
て
の
新
南
陽
と
の

説
明
、
教
育
委
員
と
議
論
し
た
と
の

報
告
も
あ
っ
た
の
で
、
今
回
総
合
的

に
考
慮
し
て
認
め
る
が
、
で
き
る
限

り
早
く
２
市
２
町
が
一
体
感
を
持
っ

た
周
南
市
と
し
て
の
醸
成
が
図
ら
れ

て
い
く
こ
と
を
お
願
い
す
る
。

委
員
会
審
査
結
果
　
全
会
一
致
で
可
決

　
現
在
稼
働
中
の
徳
山
西
お
よ
び
新
南

陽
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
を
廃
止
し
、
新

た
に
設
置
す
る
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
の

名
称
を
「
新
南
陽
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
」

と
定
め
る
こ
と
に
つ
い
て
、
所
要
の
改

正
を
行
う
も
の
で
す
。

教
育
福
祉
委
員
会
で
の
審
査

可決
（全会一致）

学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
改
正

９月定例会完成予想図
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◆
一
般
会
計

【
職
員
研
修
事
業
費
】

　
自
主
研
修
（
自
己
啓
発
支
援
制
度
）

の
受
講
者
数
が
17
名
と
少
な
い
。
人
材

育
成
の
観
点
か
ら
、
多
く
の
職
員
が
利

用
し
や
す
い
制
度
に
す
べ
き
で
あ
る
。

ま
た
、
自
治
体
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
や

公
務
員
倫
理
等
に
つ
い
て
の
研
修
は
、

一
過
性
で
は
な
く
繰
り
返
し
実
施
す
る

必
要
が
あ
る
。
対
象
者
や
時
期
を
定
め

て
計
画
的
に
実
施
す
べ
き
で
あ
る
。

【
市
民
セ
ン
タ
ー
整
備
事
業
費
】

　
市
民
セ
ン
タ
ー
は
、
各
地
域
の
ま
ち

づ
く
り
を
図
る
大
事
な
拠
点
と
し
て
、

い
ろ
い
ろ
な
活
動
が
さ
れ
て
い
る
。
高

齢
者
や
女
性
の
利
用
が
多
く
、
要
望
が

あ
る
ト
イ
レ
の
洋
式
化
及
び
洋
式
ト
イ

レ
の
増
設
に
取
り
組
む
べ
き
で
あ
る
。

【
Ｕ
Ｊ
Ｉ
タ
ー
ン
促
進
事
業
費
】

　
移
住
希
望
者
の
ニ
ー
ズ
に
対
す
る
受

け
入
れ
体
制
づ
く
り
等
環
境
整
備
に
取

り
組
ま
れ
た
い
。

【
電
子
計
算
組
織
管
理
費
】

　
４
市
１
町
の
自
治
体
ク
ラ
ウ
ド
の
導

入
が
完
了
し
た
。
今
後
は
Ａ
Ｉ
や
Ｒ
Ｐ

Ａ
等
の
Ｉ
Ｃ
Ｔ
を
活
用
し
た
先
進
事
例

等
を
調
査
研
究
し
、
市
民
の
利
便
性
向

上
と
、
行
政
の
人
的
、
財
政
的
負
担
の

軽
減
を
図
ら
れ
た
い
。

【
交
通
教
育
セ
ン
タ
ー
管
理
運
営
事
業
費
】

　
幼
児
か
ら
高
齢
者
ま
で
正
し
い
交
通

ル
ー
ル
や
マ
ナ
ー
を
身
に
つ
け
ら
れ
る

よ
う
、
今
後
も
し
っ
か
り
取
り
組
ま
れ

た
い
。
ま
た
、
在
留
外
国
人
に
対
し
て

も
交
通
安
全
の
啓
発
や
、
交
通
ル
ー
ル

の
周
知
に
努
め
ら
れ
た
い
。

【
鹿
野
総
合
支
所
管
理
運
営
事
業
費
】

　
鹿
野
総
合
支
所
は
、
平
成
30
年
度
に

コ
ア
プ
ラ
ザ
か
の
へ
移
設
す
る
方
針
が

出
さ
れ
た
が
、
今
後
整
備
方
針
に
つ
い

て
議
会
と
地
域
住
民
に
十
分
な
説
明
を

す
べ
き
で
あ
る
。

【
子
ど
も
の
明
る
い
未
来
サ
ポ
ー
ト
事
業
費
】

　
子
供
の
貧
困
対
策
の
現
状
は
ま
だ
救

貧
政
策
の
域
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
貧

困
の
連
鎖
を
断
ち
切
り
、
最
終
的
に
子

供
の
貧
困
問
題
を
終
息
さ
せ
る
と
い
う

広
い
視
野
の
政
策
パ
ッ
ケ
ー
ジ
を
構
築

す
る
た
め
、
国
・
県
と
連
携
し
て
推
進

さ
れ
た
い
。

【
休
日
夜
間
急
病
診
療
所
運
営
事
業
費
】

　
夜
間
の
急
病
診
療
所
運
営
は
、
本
市

の
み
が
行
っ
て
い
る
。
診
療
所
が
移
設

さ
れ
れ
ば
市
外
の
方
の
利
用
増
加
が
予

想
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
周
南
地
域
の
他

市
に
も
運
営
費
の
応
分
の
負
担
を
強
く

求
め
る
べ
き
で
あ
る
。

【
わ
さ
び
栽
培
実
証
実
験
事
業
費
】

　
ワ
サ
ビ
の
超
促
成
栽
培
方
式
を
確
立

し
た
画
期
的
な
事
業
で
あ
る
。
新
た
な

事
業
展
開
を
期
待
す
る
。

【
鳥
獣
被
害
防
止
対
策
事
業
費
】

　
具
体
的
な
取
り
組
み
は
し
て
い
る
も

の
の
鳥
獣
被
害
は
多
く
、
被
害
の
防
止
、

捕
獲
を
含
め
人
材
の
育
成
と
ジ
ビ
エ
と

し
て
販
売
で
き
る
体
制
づ
く
り
の
取
り

組
み
を
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

【
創
業
支
援
推
進
事
業
費
】

　
ク
リ
エ
ー
テ
ィ
ブ
産
業
誘
致
を
目
指

す
事
業
に
よ
っ
て
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ツ
組

織
の
立
ち
上
げ
に
つ
な
が
り
、
今
後
に

期
待
が
で
き
る
。
さ
ら
に
ク
リ
エ
ー
テ

ィ
ブ
産
業
を
後
押
し
す
る
事
業
展
開
が

望
ま
れ
る
。

【
動
物
園
管
理
運
営
事
業
費
】

　
徳
山
動
物
園
サ
ポ
ー
タ
ー
の
拡
大
を

図
ら
れ
た
い
。
ま
た
、
徳
山
動
物
園
の

魅
力
等
に
つ
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
媒
体
を

使
い
積
極
的
に
広
報
活
動
さ
れ
た
い
。

【
市
道
維
持
管
理
費
】

　
単
市
道
路
改
良
予
算
が
極
め
て
少
な

く
な
っ
て
い
る
。
周
辺
地
域
は
地
区
住

民
の
協
力
と
理
解
が
あ
っ
て
維
持
管
理

が
さ
れ
て
い
る
。
予
算
を
増
額
す
べ
き

で
あ
る
。

【
公
園
・
街
路
樹
維
持
管
理
事
業
費
】

　
街
路
樹
の
維
持
管
理
が
50
路
線
12
件

と
な
っ
て
い
る
。
市
民
の
安
心
安
全
、

そ
し
て
景
観
が
十
分
保
た
れ
る
よ
う
、

剪
定
及
び
間
引
き
や
植
え
か
え
も
念
頭

に
置
い
た
適
正
な
樹
木
数
に
管
理
す
べ

き
で
あ
る
。

【
市
営
住
宅
管
理
事
業
費
】

　
市
営
住
宅
の
指
定
管
理
者
で
あ
る
、

一
般
社
団
法
人
周
南
公
営
住
宅
管
理
協

会
か
ら
、
事
業
者
が
１
者
脱
退
し
て
い

る
。
入
居
者
へ
の
サ
ー
ビ
ス
低
下
を
引

き
起
こ
さ
な
い
よ
う
、
行
政
側
か
ら
の

指
導
が
必
要
で
あ
る
。

【
教
育
支
援
セ
ン
タ
ー
事
業
費
】

　
一
定
の
成
果
が
出
て
い
る
こ
と
は
評

価
す
る
が
、
不
登
校
児
童
・
生
徒
数
は

年
々
増
加
傾
向
に
あ
る
た
め
、
今
後
さ

ら
な
る
取
り
組
み
が
必
要
で
あ
る
。
ま

た
、
支
援
セ
ン
タ
ー
に
通
う
こ
と
が
で

き
な
い
児
童
・
生
徒
へ
の
対
応
に
つ
い

て
研
究
・
検
討
さ
れ
た
い
。

【
学
校・家
庭・地
域
の
連
携
協
力
推
進
事
業
費
】

　
30
教
室
中
15
教
室
で
児
童
ク
ラ
ブ
と

の
一
体
化
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
参
加

児
童
数
は
一
定
の
評
価
を
す
る
が
、
目

標
と
の
乖
離
が
あ
る
。
今
後
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
の
固
定
化
、
高
齢
化
の
対
策
を
含

め
一
体
化
の
促
進
を
図
ら
れ
た
い
。

　
９
月
定
例
会
で
上
程
さ
れ
、
閉
会
中

に
審
査
を
行
っ
た
も
の
で
す
。
審
査
の

結
果
、
予
算
決
算
委
員
会
と
し
て
の
意

見
を
付
し
、
賛
成
多
数
で
認
定
し
ま
し

た
。
付
し
た
意
見
は
、
次
の
と
お
り
で

す
。

10月臨時会

認定
（賛成多数）

平
成
30
年
度
一
般
会
計
お
よ
び

　 

特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
の
認
定

予
算
決
算
委
員
会
と
し
て
付
す
意
見（
抜
粋
）
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書類提出：出資法人の決算（ふるさと振興財団、文化振興財団、かの高原開発、医療公社、周南地域地場産業振興センター、
徳山青果精算株式会社、徳山地区漁業振興基金、新南陽地区漁業振興基金）
報告：損害賠償の額を定めることに関する専決処分、平成30年度水道事業会計継続費精算報告書、平成30年度一般会計継続
費精算報告書、平成29年度決算に基づく健全化判断比率の修正、平成30年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率
議会報告：例月現金出納検査の結果（２件）、平成30年度非強制徴収債権の債権放棄に関する資料の提出（２件）

報告：損害賠償の額を定めることに関する専決処分（２件）　　　　議会報告：例月現金出納検査の結果（２件）
行政報告：スーパー銀南出店時の補助金の取扱いについて

補正予算
・一般会計補正予算（第３号）についての専決処分、一般会計補正予算（第４号）、国民健康保険特別会計補正予算（第１号）、後
期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）、介護保険特別会計補正予算（第２号）、地方卸売市場事業特別会計補正予算（第１
号）、駐車場事業特別会計補正予算（第１号）、一般会計補正予算（第５号）
平成30年度決算認定関係
《決算の認定》
・水道事業会計、下水道事業会計、病院事業会計、介護老人保健施設事業会計、モーターボート競走事業会計
《剰余金の処分》
・水道事業会計、下水道事業会計、モーターボート競走事業会計
条例改正など
《人事案件》
・政治倫理審査会委員の選任、人権擁護委員候補者の推薦
《条例の制定》
・地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等
に関する条例、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
《条例の一部改正》
・印鑑条例、災害弔慰金の支給等に関する条例、幼稚園保育料徴収条例、特定教育・
保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例、学校給食セン
ター条例、消防団員の定員、任命、給与、服務等に関する条例、下水道条例、上下
水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例、水道事業給水条例、ボートレ
ース事業局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例

全会一致で可決

賛成多数で可決

《条例の廃止》
・庁舎建設基金条例
《その他》
・動産の買入れ（支援車Ⅱ型、高規格救
急自動車、消防隊員用個人防火装備一
式、小型動力ポンプ付積載車）、工事
請負契約の一部変更（市道下譲羽線道
路災害復旧工事（30年災補災道898
号）、徳山駅北口駅前広場整備工事、
久米小学校校舎増築主体工事）

全会一致で不採択：周南市の入札後及び発注のチェック体制強化に
関する陳情

陳情の議決結果
議員提出議案
・周南市の地酒で乾杯を推進する条例制定（修正可決）

賛成多数で認定
・平成30年度一般会計及び特別会計歳入歳出決算

全会一致で可決
・一般会計補正予算（第６号）
・工事請負契約の締結（古川跨線橋大規模更新工事（ＪＲ西日本施工分）に伴う既設橋撤去工事委託）

議会への報告

議会への報告

９月定例会
議案等の議決結果

議案の議決結果
10月臨時会
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一 般 質 問

ＱA一 般 質 問一 般 質 問
一般質問は、議案に関係なく市政全般について、市長などの執行機関に考え方や
方針を問うものです。ここでは、質問項目を一つに絞って掲載します。

要
旨

問　
今
夏
の
参
議
院
議
員
選
挙
に

お
い
て
、
山
口
県
の
19
歳
投
票
率

は
２
割
に
も
届
い
て
い
な
い
等
、

全
国
的
に
見
て
も
若
年
層
の
投
票

率
低
下
は
喫
緊
の
課
題
と
言
え
る
。

若
年
層
の
投
票
率
向
上
策
と
し
て

投
票
済
み
証
明
書
を
発
行
し
、
さ

ら
に
は
投
票
済
み
証
明
書
を
各
種

サ
ー
ビ
ス
券
と
し
て
使
え
る
よ
う
、

市
内
の
店
舗
と
協
力
し
、
投
票
率

向
上
に
取
り
組
ん
で
は
ど
う
か
。

答　
平
成
29
年
10
月
執
行
の
衆
議

院
議
員
選
挙
に
お
け
る
集
計
で
は
、

全
国
１
７
４
１
自
治
体
の
う
ち
９

６
６
自
治
体
が
投
票
済
み
証
明
書

を
発
行
し
て
い
る
。
本
市
も
可
能

な
限
り
早
い
時
期
か
ら
実
施
す
る

方
向
で
検
討
す
る
。

そ
の
他
の
質
問

●
子
育
て
支
援
に
つ
い
て

●
渋
滞
対
策
に
つ
い
て

●
Ａ
Ｅ
Ｄ
の
適
正
配
置
に
つ
い
て

問　
古
川
跨
線
橋
架
け
替
え
工
事

開
始
ま
で
残
り
少
な
く
な
っ
て
き

た
。
多
く
の
小
・
中
学
生
が
通
学

路
変
更
と
な
り
、
保
護
者
の
方
か

ら
は
不
安
の
声
も
あ
る
が
、
安
全

対
策
は
万
全
か
。

答　
緑
色
の
区
画
線
の
設
置
、
用

水
路
の
転
落
防
止
柵
の
設
置
、
路

肩
の
拡
幅
、
地
下
道
に
お
け
る
照

明
の
Ｌ
Ｅ
Ｄ
化
と
浸
水
対
策
と
防

犯
カ
メ
ラ
の
設
置
、
周
辺
道
路
で

の
時
間
帯
進
入
禁
止
規
制
の
徹
底

な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
対
策
を
講
じ
て

い
る
。
引
き
続
き
、
保
護
者
・
学

校
・
地
域
の
意
見
も
伺
い
な
が
ら

可
能
な
限
り
の
対
応
を
行
い
、
子

ど
も
の
安
全
対
策
に
万
全
を
尽
く

し
て
い
く
。

そ
の
他
の
質
問

●
「
山
口
ゆ
め
花
博
基
金
」
の
活
用

方
針
に
つ
い
て

●
徳
山
大
学
公
立
化
に
つ
い
て

問　
次
世
代
型
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
構

築
に
向
け
た
企
業
の
取
り
組
み
に

対
し
て
支
援
す
る
と
表
明
さ
れ
た

が
、
ど
の
よ
う
に
進
め
て
い
く
の

か
。

答　
周
南
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
活
性
化

推
進
懇
談
会
等
で
各
企
業
の
ニ
ー

ズ
を
踏
ま
え
、
し
っ
か
り
と
取
り

組
ん
で
い
く
。

問　
周
南
道
路
の
整
備
は
物
流
網

の
整
備
強
化
、
渋
滞
緩
和
、
防
災

対
策
と
し
て
重
要
な
事
業
で
あ
る
。

今
後
の
取
り
組
み
は
。

答　
当
該
道
路
は
、
周
南
市
と
光

市
を
つ
な
ぐ
地
域
高
規
格
道
路
の

候
補
路
線
で
あ
る
。
早
期
実
現
に

向
け
、
県
と
連
携
し
な
が
ら
要
望

活
動
に
取
り
組
ん
で
い
く
。

そ
の
他
の
質
問

●
本
市
に
お
け
る
地
域
づ
く
り
に
つ
い
て

●
野
犬
対
策
に
つ
い
て

ま
ち
の
活
力
創
造
に
よ
る

産
業
振
興
を

古
川
跨
線
橋
架
け
替
え
に
伴
う

子
供
の
安
全
対
策
は
万
全
か

投
票
率
向
上
策
と
し
て

投
票
済
み
証
明
書
発
行
へ

刷
新
ク
ラ
ブ　
　
　

得
重　

謙
二

ア
ク
テ
ィ
ブ　
　
　

山
本　

真
吾

刷
新
ク
ラ
ブ　
　
　

田
村　

隆
嘉
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一 般 質 問

問　
第
２
次
ま
ち
づ
く
り
総
合
計

画
と
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
の
取
り
組
み
を
一

体
的
に
推
進
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

答　
現
在
、
最
上
位
計
画
で
あ
る

総
合
計
画
に
基
づ
き
さ
ま
ざ
ま
な

施
策
に
取
り
組
ん
で
い
る
が
、
明

確
に
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
と
関
連
付
け
て
い

な
い
。
し
か
し
、
達
成
度
の
差
は

あ
る
に
せ
よ
、
ほ
と
ん
ど
の
目
標

は
既
存
の
市
の
施
策
に
関
連
し
て

い
る
。
国
に
お
い
て
も
各
種
計
画

や
戦
略
、
方
針
の
策
定
や
改
訂
に

当
た
っ
て
は
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
の
要
素
を

最
大
限
反
映
す
る
こ
と
が
奨
励
さ

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
地
域
課
題
を

解
決
す
る
重
要
性
を
考
慮
し
な
が

ら
計
画
に
反
映
し
て
い
き
た
い
。

そ
の
他
の
質
問

●
多
文
化
共
生
社
会
へ
の
取
り
組
み
は

問　
緑
地
公
園
周
辺
の
異
常
な
餌

や
り
に
よ
っ
て
群
居
す
る
野
犬
に

は
特
別
の
対
応
を
要
す
る
が
、
普

通
の
野
犬
の
取
り
扱
い
は
、
①
市

民
の
生
活
環
境
保
護
と
②
動
物
愛

護
の
精
神
の
涵
養
と
い
う
２
つ
の

行
政
目
的
の
調
和
が
必
要
な
難
問

で
あ
り
、
①
野
犬
を
掃
討
し
て
快

適
な
町
を
目
指
せ
ば
、
動
物
虐
待

市
と
非
難
さ
れ
、
②
野
犬
を
保
護

し
て
心
優
し
い
町
を
目
指
せ
ば
、

他
市
か
ら
捨
て
犬
が
殺
到
す
る
事

態
を
招
く
。
一
自
治
体
で
解
決
で

き
る
問
題
で
は
な
く
、
野
犬
の
取

り
扱
い
の
統
一
指
針
の
策
定
を
国

に
要
望
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

答　
国
に
対
し
、
ど
の
よ
う
な
要

望
が
で
き
る
か
研
究
し
た
い
。

そ
の
他
の
質
問

●
対
象
を
「
不
特
定
又
は
多
数
の
野
犬
に
対
す

る
多
量
か
つ
継
続
的
な
餌
や
り
」
と
限
定
し

た
上
で
、
罰
金
刑
を
科
す
条
例
制
定
を

問　
国
の
方
針
と
し
て
令
和
４
年

度
中
に
ほ
と
ん
ど
の
国
民
が
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
保
有
し
て
い

る
こ
と
を
想
定
す
る
と
あ
る
が
本

市
の
状
況
は
。
①
カ
ー
ド
交
付
率
。

②
カ
ー
ド
普
及
施
策
。

答　
①
平
成
28
年
度
末
が
９
・
７

％
、
平
成
30
年
度
末
が
14
・
１
％

で
、
全
国
お
よ
び
県
平
均
は
上
回

っ
て
い
る
。
②
こ
れ
ま
で
行
っ
て

き
た
カ
ー
ド
申
請
補
助
サ
ー
ビ
ス

に
加
え
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

を
利
用
し
た
ポ
イ
ン
ト
制
度
は
国

の
動
向
を
注
視
し
、
国
民
健
康
保

険
証
と
し
て
の
利
用
開
始
や
公
務

員
の
カ
ー
ド
一
斉
取
得
推
進
等
を

周
知
拡
大
し
、
カ
ー
ド
の
普
及
促

進
を
図
る
。

そ
の
他
の
質
問

●
学
校
給
食
費
等
の
徴
収
・
管
理
に

つ
い
て

問　
事
業
の
進
捗
状
況
は
ど
う
か
。

答　
平
成
30
年
度
末
時
点
で
17
・

２
％
で
あ
る
。

問　
事
業
の
さ
ら
な
る
推
進
を
図

る
た
め
に
専
任
の
職
員
の
増
員
な

ど
、
体
制
の
充
実
が
必
要
で
は
な

い
か
。
ま
た
航
空
写
真
を
活
用
す

る
こ
と
を
検
討
し
て
は
ど
う
か
。

答　
今
後
、
予
算
確
保
に
向
け
て

国
や
県
に
対
し
て
し
っ
か
り
要
望

し
、
職
員
体
制
に
つ
い
て
も
検
討

し
て
い
く
。
航
空
写
真
を
活
用
し

た
リ
モ
ー
ト
セ
ン
シ
ン
グ
技
術
な

ど
、
新
技
術
の
導
入
に
つ
い
て
も

国
の
動
向
を
注
視
し
な
が
ら
検
討

を
進
め
て
い
く
。

そ
の
他
の
質
問

●
人
・
農
地
プ
ラ
ン
の
実
質
化
と
農
地
利
用
状
況

調
査
等
に
お
け
る
ド
ロ
ー
ン
の
活
用
に
つ
い
て

●
古
川
跨
線
橋
か
け
か
え
工
事
に
伴

う
渋
滞
対
策
に
つ
い
て

●
保
育
行
政
に
つ
い
て

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の

さ
ら
な
る
普
及
促
進
を

山
林
所
有
者
の
願
い
に
応
え
、

地
籍
調
査
事
業
の
推
進
を

国
に
対
し
、
野
犬
の
取
り
扱
い
の

統
一
指
針
策
定
の
要
望
を

Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
に
対
す
る
認
識
や

今
後
の
取
り
組
み
は

※

 

用
語
の
説
明

※

S
D
G
s

　

…

２
０
１
５
年
の
国
連
サ
ミ
ッ
ト
で
採
択
さ

れ
た
持
続
可
能
な
開
発
目
標
。

ア
ク
テ
ィ
ブ
　
　
　

藤
井
　
康
弘

公
明
党
　
　
　
　
　

遠
藤
　
伸
一

日
本
共
産
党
　
　
　

魚
永
　
智
行

公
明
党
　
　
　
　
　

相
本
　
政
利
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一 般 質 問

問　
周
南
地
区
の
浜
の
活
力
再
生

プ
ラ
ン
が
策
定
さ
れ
て
、
５
年
が

経
過
し
た
。
効
果
の
検
証
、
今
後

の
取
り
組
み
は
ど
う
か
。

答　
周
南
地
区
地
域
水
産
業
再
生

委
員
会
で
は
、
浜
の
活
力
再
生
プ

ラ
ン
第
２
期
を
今
年
３
月
に
策
定

さ
れ
、
令
和
５
年
度
ま
で
引
き
続

き
取
り
組
ん
で
い
る
。
本
市
も
漁

協
と
連
携
し
て
、
種
苗
放
流
の
継

続
実
施
、
新
規
漁
業
就
業
者
の
確

保
・
育
成
、
並
び
に
漁
港
整
備
や

魚
食
の
普
及
啓
発
に
努
め
る
。
浜

の
活
力
再
生
プ
ラ
ン
が
有
意
義
な

も
の
と
な
る
よ
う
、
引
き
続
き
支

援
し
て
い
く
。

そ
の
他
の
質
問

●
農
業
委
員
会
の
役
割
に
つ
い
て

●
通
学
路
の
安
全
対
策
に
つ
い
て

問　
令
和
２
年
度
か
ら
小
学
校
プ

ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
教
育
が
必
修
化
と

な
る
が
、
そ
の
ね
ら
い
は
。

答　
①
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
的
思
考

を
育
む
こ
と
②
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
働

き
や
良
さ
な
ど
に
気
づ
く
と
と
も

に
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
等
を
上
手
に

活
用
し
て
身
近
な
問
題
を
解
決
し

た
り
、
よ
り
良
い
社
会
を
築
い
た

り
し
よ
う
と
す
る
態
度
を
育
む
こ

と
③
各
教
科
等
で
の
学
び
を
よ
り

確
実
な
も
の
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。

プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
言
語
を
覚
え
た

り
、
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
の
技
能
を

習
得
す
る
こ
と
自
体
を
ね
ら
い
と

し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
プ
ロ

グ
ラ
ミ
ン
グ
教
育
の
理
解
促
進
、

さ
ら
な
る
充
実
に
努
め
た
い
。

そ
の
他
の
質
問

●
未
就
学
児
が
日
常
的
に
集
団
で
移

動
す
る
経
路
の
交
通
安
全
の
確
保

に
つ
い
て

問　
わ
が
市
が
市
民
な
ど
か
ら
借

り
受
け
て
い
る
借
地
に
お
い
て
、

次
期
の
契
約
更
新
が
必
要
か
全
庁

的
に
判
断
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の

策
定
が
必
要
で
は
な
い
か
。
ま
た
、

今
後
は
借
地
に
対
す
る
全
庁
的
な

借
地
台
帳
の
整
備
と
管
理
が
必
要

と
考
え
る
が
い
か
が
か
。

答　
今
後
は
借
地
の
現
状
把
握
と

検
証
の
み
な
ら
ず
、
既
存
の
借
地

契
約
の
適
正
化
や
新
規
借
地
契
約

の
指
針
な
ど
を
示
す
、
全
庁
的
な

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
策
定
の
検
討
を
進

め
る
。
ま
た
借
り
受
け
て
い
る
担

当
課
で
台
帳
整
理
し
、
こ
れ
に
財

産
を
一
元
的
に
管
理
す
る
施
設
マ

ネ
ジ
メ
ン
ト
課
で
総
括
簿
を
置
き

効
率
的
な
管
理
を
し
て
い
く
。

そ
の
他
の
質
問

●
行
政
区
の
区
割
り
の
見
直
し
に
つ

い
て

わ
が
市
の
借
地
に
対
す
る

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
策
定
を

小
学
校
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
教
育
の

ね
ら
い
は

継
続
的
な
水
産
施
策
の
実
施
を

問　
病
気
に
な
っ
た
子
供
を
一
時

的
に
預
か
る
病
児
保
育
は
、
仕
事

と
子
育
て
の
両
立
を
図
る
上
で
極

め
て
重
要
な
事
業
で
あ
る
。
最
近

子
ど
も
が
急
増
し
て
い
る
徳
山
地

区
の
東
部
（
久
米
、
櫛
浜
、
桜
木

地
区
等
）
に
は
、
受
け
入
れ
施
設

が
な
い
。
市
全
域
の
均
等
性
、
公

平
性
の
観
点
か
ら
必
要
と
考
え
る
。

答　
本
年
度
よ
り
さ
ら
な
る
病
児

保
育
事
業
の
推
進
の
た
め
に
県
内

全
域
の
広
域
利
用
が
可
能
と
な
っ

た
。
徳
山
地
区
東
部
は
マ
ン
シ
ョ

ン
や
宅
地
の
整
備
、
商
業
施
設
の

進
出
等
環
境
が
大
き
く
変
化
し
て

い
る
。
市
全
域
で
の
病
児
保
育
施

設
の
立
地
場
所
や
箇
所
数
が
適
正

で
あ
る
か
今
後
検
討
す
る
。

そ
の
他
の
質
問

●
健
康
増
進
法
の
一
部
改
正
へ
の
対
応
に
つ

い
て

●
あ
・
う
ん
ネ
ッ
ト
周
南
の
活
動
に
つ
い
て

徳
山
地
区
の
東
部
に

病
児
保
育
施
設
が
必
要
だ

ア
ク
テ
ィ
ブ
　
　
　

岩
田
　
淳
司

自
由
民
主
党
周
南  

福
田
吏
江
子

六
合
会
　
　
　
　
　

佐
々
木
照
彦

ア
ク
テ
ィ
ブ
　
　
　

土
屋
　
晴
巳
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一 般 質 問

問　
ボ
ー
ト
レ
ー
ス
事
業
か
ら
の

右
肩
上
が
り
の
繰
入
金
を
子
ど
も

未
来
夢
基
金
だ
け
で
な
く
、
周
辺

部
の
疎
外
感
を
払
拭
す
る
べ
く
、

日
常
を
と
き
ほ
ぐ
す
観
光
な
ど
周

辺
部
対
策
の
新
基
金
を
創
設
し
、

施
策
の
見
え
る
化
を
図
る
べ
き
だ
。

答
　
本
市
は
市
民
の
連
帯
強
化
や

地
域
振
興
を
図
る
目
的
で
地
域
振

興
基
金
を
有
し
て
い
る
。
鹿
野
地

区
で
は
過
疎
債
を
原
資
に
過
疎
地

域
自
立
促
進
基
金
の
活
用
が
で
き

る
。
ボ
ー
ト
レ
ー
ス
繰
入
金
は
子

ど
も
未
来
夢
基
金
を
通
じ
子
供
た

ち
の
た
め
の
事
業
に
し
っ
か
り
使

っ
て
い
く
。
今
後
は
規
模
を
確
認

し
な
が
ら
、
そ
の
使
途
を
ど
う
特

定
す
る
か
は
検
討
課
題
と
し
た
い
。

そ
の
他
の
質
問

●
鹿
野
地
区
の
ま
ち
づ
く
り
の
拠
点

施
設
に
つ
い
て

問　
生
活
交
通
の
確
保
に
つ
い
て

は
、
高
齢
者
や
地
域
で
支
え
る
方

の
意
見
や
要
望
も
さ
ま
ざ
ま
で
あ

る
。
バ
ス
路
線
の
見
直
し
も
進
ん

で
い
る
こ
と
か
ら
、
公
共
交
通
網

の
再
編
整
備
と
併
せ
て
生
活
交
通

弱
者
へ
の
支
援
も
必
要
で
あ
り
、

全
庁
的
な
取
り
組
み
を
す
る
べ
き

で
は
な
い
か
。

答
　
中
山
間
地
域
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
ー
交
通
と
の
連
携
、
他
の
高
齢

者
福
祉
施
策
と
の
バ
ラ
ン
ス
、
財

源
の
確
保
な
ど
、
市
全
体
と
し
て

ど
の
よ
う
に
高
齢
者
の
生
活
交
通

手
段
を
確
保
し
、
外
出
支
援
を
し

て
い
く
か
を
、
関
係
各
課
と
連
携

し
、
具
体
的
に
検
討
し
て
い
く
。

そ
の
他
の
質
問

●
新
生
児
聴
覚
検
査
に
つ
い
て

●
人
工
内
耳
へ
の
助
成
に
つ
い
て

問　
現
在
の
市
内
公
園
に
お
け
る

便
器
は
、
約
８
割
が
和
式
便
器
で

あ
る
。
現
代
の
生
活
様
式
、
グ
ロ

ー
バ
ル
化
に
合
わ
せ
て
、
ト
イ
レ

を
快
適
に
使
え
る
よ
う
に
、
洋
式

化
を
進
め
て
い
く
べ
き
で
は
な
い

か
。
市
役
所
本
庁
舎
に
は
１
台
も

和
式
便
器
が
な
い
こ
と
か
ら
も
、

同
じ
公
共
施
設
で
あ
る
公
園
の
ト

イ
レ
も
洋
式
化
す
べ
き
で
は
な
い

か
。

答
　
国
の
補
助
制
度
な
ど
を
活
用

し
な
が
ら
、
随
時
取
り
か
え
て
い

る
。
皆
様
に
利
用
し
や
す
く
、
安

心
安
全
に
使
っ
て
も
ら
う
た
め
、

洋
式
化
率
を
ど
ん
ど
ん
上
げ
て
い

き
た
い
。

そ
の
他
の
質
問

●
鹿
野
総
合
支
所
の
移
転
や
建
て
替

え
の
時
期
及
び
場
所
に
つ
い
て

●
須
々
万
・
大
向
の
支
所
・
市
民
セ

ン
タ
ー
の
建
設
計
画
に
つ
い
て

問　
公
用
車
に
ド
ラ
イ
ブ
レ
コ
ー

ダ
ー
を
搭
載
す
る
こ
と
は
、
職
員

の
安
全
運
転
意
識
や
運
転
マ
ナ
ー

の
向
上
に
効
果
が
期
待
さ
れ
る
だ

け
で
な
く
、
併
せ
て
動
く
防
犯
カ

メ
ラ
と
し
て
、
業
務
で
遭
遇
し
た

事
件
、
事
故
も
記
録
で
き
、
ま
た
、

犯
罪
抑
止
や
認
知
症
に
よ
る
行
方

不
明
者
の
発
見
等
の
ツ
ー
ル
に
も

な
る
。
ド
ラ
イ
ブ
レ
コ
ー
ダ
ー
の

搭
載
は
、
職
員
の
安
全
運
転
強
化

と
動
く
防
犯
カ
メ
ラ
と
い
う
一
石

二
鳥
の
効
果
が
あ
り
、
安
心
安
全

の
町
づ
く
り
に
資
す
る
と
考
え
る

が
い
か
が
か
。

答
　
効
果
や
必
要
性
は
高
い
と
考

え
る
の
で
、
具
体
的
な
検
討
を
し

て
い
く
。

そ
の
他
の
質
問

●
第
２
次
ま
ち
づ
く
り
総
合
計
画
後

期
基
本
計
画
策
定
の
基
本
的
な
考

え
方
を
問
う

公
園
の
便
器
の
洋
式
化
を

公
用
車
に
ド
ラ
イ
ブ
レ
コ
ー
ダ
ー
を

搭
載
し
て
は
ど
う
か

周
辺
部
振
興
に
ボ
ー
ト
レ
ー
ス

繰
入
金
で
新
た
な
基
金
を

生
活
交
通
の
確
保
に
つ
い
て

全
庁
的
な
取
り
組
み
を

公
明
党
　
　
　
　
　

金
子
　
優
子

自
由
民
主
党
周
南  

米
沢
　
痴
達

六
合
会
　
　
　
　
　

長
嶺
　
敏
昭

自
由
民
主
党
政
和
会 

𠮷
安
　
新
太
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一 般 質 問

問　
本
年
10
月
か
ら
幼
児
教
育
・

保
育
の
無
償
化
が
始
ま
る
。
こ
れ

ま
で
よ
り
も
負
担
増
に
な
る
家
庭

へ
の
対
応
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
。

新
制
度
移
行
前
の
私
立
幼
稚
園
に

お
い
て
月
々
の
保
育
料
の
支
払
い

方
法
は
償
還
払
い
で
な
く
、
法
定

代
理
受
領
の
ほ
う
が
保
護
者
の
恩

恵
も
わ
か
り
や
す
い
が
ど
う
か
。

ま
た
、
制
度
の
周
知
に
つ
い
て
は

広
報
の
活
用
は
考
え
て
い
な
い
か
。

答　
負
担
増
に
な
る
家
庭
に
お
い

て
は
緩
和
措
置
を
す
る
。
未
移
行

幼
稚
園
保
育
料
へ
の
補
助
は
現
行

予
算
内
で
対
応
す
る
。
償
還
払
い

で
な
く
、
法
定
代
理
受
領
を
採
用

す
る
。
市
広
報
と
同
時
に
チ
ラ
シ

を
配
布
す
る
予
定
で
あ
る
。

問　
市
営
住
宅
に
親
子
２
人
で
暮

ら
し
て
い
た
方
が
、
親
の
死
後
、

市
役
所
に
手
続
に
行
く
と
、
引
き

続
き
住
む
に
は
60
歳
以
上
か
身
体

障
害
者
手
帳
保
有
者
で
な
け
れ
ば

住
め
な
い
と
突
然
退
去
通
告
さ
れ

た
。
安
心
し
て
住
め
る
よ
う
、
制

度
の
厳
格
化
前
の
よ
う
に
親
子
の

承
継
を
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

答　
既
に
国
の
示
す
要
件
よ
り
も

承
継
要
件
を
緩
和
し
て
い
る
。

問　
国
は
厳
格
化
の
理
由
を
入
居

者
と
希
望
者
の
公
平
性
を
い
う
が
、

こ
れ
は
大
都
市
の
問
題
と
考
え
る
。

国
の
通
知
は
原
則
で
あ
り
、
本
市

は
多
く
空
き
が
あ
る
が
ど
う
か
。

答　
本
当
に
住
宅
に
困
っ
て
い
れ

ば
、
個
々
に
判
断
し
て
い
く
。

そ
の
他
の
質
問

●
野
犬
対
策
に
つ
い
て

●
高
齢
者
の
バ
ス
運
賃
助
成
に
つ
い

て

問　
Ｊ
Ｒ
西
日
本
へ
の
要
望
は
、

自
治
体
を
通
し
て
行
う
と
聞
い
て

い
る
。
平
成
29
年
３
月
の
ダ
イ
ヤ

改
正
で
、
熊
毛
地
域
を
朝
10
時
台

に
出
発
す
る
下
り
列
車
が
な
く
な

り
、
困
っ
て
い
る
方
た
ち
が
出
て

い
る
。
岩
徳
線
沿
線
関
係
自
治
体

と
も
協
力
し
増
便
を
、
高
齢
者
・

障
害
者
も
利
用
し
や
す
い
よ
う
各

駅
の
階
段
、
陸
橋
の
環
境
改
善
を
、

ま
た
、
山
陽
本
線
に
乗
り
継
ぎ
し

や
す
い
ダ
イ
ヤ
を
要
望
で
き
な
い
か
。

答　
Ｊ
Ｒ
岩
徳
線
は
沿
線
住
民
の

日
常
生
活
に
欠
か
せ
な
い
身
近
な

公
共
交
通
で
あ
り
、
将
来
に
わ
た

り
維
持
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
駅
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
、
ダ

イ
ヤ
の
見
直
し
を
要
望
す
る
。

そ
の
他
の
質
問

●
住
民
の
基
本
的
人
権
を
守
る
た
め
、
自
衛
官
募

集
協
力
で
募
集
対
象
者
名
簿
提
出
の
中
止
を

●
熊
毛
地
域
の
水
道
水
が
夏
場
ぬ
る
い
原
因
は

生
活
を
守
る
岩
徳
線
を

安
心
し
て
住
め
る
市
営
住
宅
に

す
る
た
め
親
子
の
承
継
を

幼
児
教
育
・
保
育
の
無
償
化
の

影
響
は

問　
視
覚
障
害
者
福
祉
協
会
か
ら

の
要
望
へ
の
取
り
組
み
を
問
う
。

①
市
が
送
付
す
る
郵
便
物
等
へ
の

点
字
シ
ー
ル
貼
付
、
Ｓ
Ｐ
コ
ー
ド

化
の
徹
底
。
②
ポ
ー
タ
ブ
ル
紙
幣

読
み
取
り
機
及
び
音
声
血
圧
計
を

日
常
生
活
用
具
の
対
象
へ
。
③
点

字
ブ
ロ
ッ
ク
の
新
設
及
び
整
備
等
。

答　
①
全
課
を
対
象
に
情
報
伝
達

の
配
慮
も
含
め
た
、
合
理
的
配
慮

に
係
る
研
修
を
実
施
し
徹
底
す
る
。

②
音
声
血
圧
計
は
健
康
保
持
の
た

め
給
付
対
象
と
し
、
ポ
ー
タ
ブ
ル

紙
幣
読
み
取
り
機
は
引
き
続
き
検

討
す
る
。
③
若
宮
町
線
は
今
後
３

年
間
で
施
工
、
昭
和
通
り
も
順
次

整
備
す
る
。
破
損
に
つ
い
て
も
補

修
し
国
、
県
に
も
要
望
し
て
い
く
。

そ
の
他
の
質
問

●
音
響
装
置
付
き
信
号
機
設
置
の
要

望
●
市
役
所
本
庁
舎
駐
車
場
に
つ
い
て

視
覚
障
害
者
の

要
望
は
か
な
う
の
か

日
本
共
産
党
　
　
　

中
村
富
美
子

自
由
民
主
党
政
和
会 

古
谷
　
幸
男

六
合
会
　
　
　
　
　

福
田
　
健
吾

日
本
共
産
党
　
　
　

渡
辺
　
君
枝
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問　
市
長
自
身
が
シ
テ
ィ
ー
プ
ロ

モ
ー
シ
ョ
ン
の
先
駆
け
と
な
っ
て

ほ
し
い
。
そ
の
た
め
、
新
た
な
計

画
へ
の
衣
替
え
を
考
え
て
い
る
か
。

答
　
私
の
思
い
を
10
の
推
進
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
に
し
っ
か
り
反
映
し
、

市
民
の
た
め
町
づ
く
り
を
進
め
る
。

問　
重
点
10
項
目
の
優
先
順
位
は
。

答
　
全
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
横
断
的

に
実
施
す
る
た
め
優
先
順
位
は
な

い
が
、
前
期
計
画
の
検
証
、
費
用

対
効
果
に
留
意
の
下
、
進
め
る
。

高
齢
者
対
策
、
徳
山
大
学
公
立
化

等
、
全
力
で
知
恵
を
絞
っ
て
い
く
。

問　
市
民
に
寄
り
添
う
た
め
、
職

員
席
が
窓
口
向
き
の
新
南
陽
総
合

支
所
を
参
考
に
し
て
は
。

答
　
住
民
満
足
度
向
上
を
図
る
。

そ
の
他
の
質
問

●
銀
南
街
商
店
街
へ
の
復
旧
に
対
す

る
支
援
策
に
つ
い
て

問　
合
併
後
、
新
南
陽
地
域
の
多

く
の
住
民
が
不
公
平
感
を
持
っ
て

い
る
。
中
心
市
街
地
整
備
事
業
を

初
め
、
徳
山
地
域
に
予
算
を
か
け

過
ぎ
で
は
な
い
か
。
新
南
陽
地
域

の
企
業
か
ら
の
税
収
も
考
慮
し
て
、

人
口
比
で
い
う
と
徳
山
を
10
と
し

た
場
合
、
新
南
陽
に
３
と
ま
で
は

言
わ
な
い
が
予
算
を
付
け
る
べ
き

で
は
な
い
か
。
徳
山
に
か
け
過
ぎ

た
予
算
を
新
南
陽
、
熊
毛
、
鹿
野

地
域
に
回
す
べ
き
だ
。

答
　
現
在
策
定
中
の
後
期
基
本
計

画
で
、
市
民
に
寄
り
添
っ
て
地
域

の
特
性
、
課
題
を
初
め
、
地
域
バ

ラ
ン
ス
等
に
も
配
慮
し
、
持
続
可

能
な
町
づ
く
り
、
均
衡
あ
る
発
展

を
目
指
し
て
取
り
組
ん
で
い
く
。

そ
の
他
の
質
問

●
古
川
跨
線
橋
架
け
替
え
工
事

●
災
害
対
応

問　
合
併
前
に
設
置
さ
れ
て
い
る

熊
毛
・
鹿
野
地
域
の
ア
ナ
ロ
グ
式

防
災
行
政
無
線
は
、
国
の
法
改
正

に
よ
り
３
年
後
に
は
廃
止
と
な
る

が
、
デ
ジ
タ
ル
方
式
に
交
換
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
か
。

答
　
交
換
す
る
に
は
無
線
の
親
局
、

中
継
局
、
拡
声
ス
ピ
ー
カ
ー
等
の

機
器
を
全
て
更
新
し
な
く
て
は
な

ら
な
い
。
ま
た
、
既
存
ス
ピ
ー
カ

ー
の
支
柱
の
耐
用
年
数
も
劣
化
が

進
む
中
で
、
市
民
の
安
全
性
を
考

慮
す
れ
ば
難
し
い
と
考
え
て
い
る
。

問　
山
間
部
の
防
災
行
政
無
線
が

聞
こ
え
な
い
集
落
に
、
防
災
ラ
ジ

オ
の
無
償
配
布
は
で
き
な
い
か
。

答
　
今
後
、
見
直
し
に
つ
い
て
検

討
す
る
。

防
災
行
政
無
線
・

防
災
ラ
ジ
オ
の
対
応
を
問
う

第
２
次
ま
ち
づ
く
り
総
合
計
画

後
期
基
本
計
画
を
問
う

新
南
陽
地
域
に
も
っ
と
予
算
を

計
上
す
べ
き
で
は
な
い
か

問　
前
市
長
は
市
民
館
跡
地
に
つ

い
て
、
市
内
に
点
在
す
る
国
の
機

関
の
集
約
や
ホ
ー
ル
機
能
の
付
与

を
検
討
す
る
方
向
性
を
示
し
て
い

た
。
都
心
軸
に
位
置
す
る
こ
と
や

官
公
庁
の
多
い
エ
リ
ア
特
性
を
最

大
限
に
生
か
し
、
利
便
性
や
行
政

効
率
の
向
上
が
期
待
で
き
る
、
未

来
を
見
据
え
た
重
要
な
布
石
と
な

る
計
画
で
あ
る
。
藤
井
市
長
は
こ

れ
を
ど
う
考
え
て
い
る
の
か
。

答
　
本
市
へ
の
国
の
機
関
の
存
続

と
集
約
が
大
変
重
要
だ
と
認
識
し

て
お
り
、
市
長
就
任
後
も
実
現
に

向
け
て
関
係
機
関
と
協
議
を
重
ね

て
い
る
。
ホ
ー
ル
の
建
設
は
市
民

館
跡
地
が
候
補
地
の
一
つ
と
考
え

て
引
き
続
き
検
討
す
る
。

そ
の
他
の
質
問

●
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
の
推
進
・
啓
発
に
つ
い
て

●
犬
や
猫
へ
の
マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ
装
着
費
用
の

助
成
に
つ
い
て

市
民
館
跡
地
に
国
の
機
関
を

集
約
し
た
施
設
の
整
備
を

一
心
会
　
　
　
　
　

尾
﨑
　
隆
則

一
心
会
　
　
　
　
　

友
田
　
秀
明

一
心
会
　
　
　
　
　

島
津
　
幸
男

ア
ク
テ
ィ
ブ
　
　
　

井
本
　
義
朗
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周南市の地酒で乾杯を推進する条例
議員提案
による ９月25日

施行
　議員提出議案として提案された「周南市の地酒で乾杯を推進する条例」が、９月25日から施行されました。
　この条例は、第４回定例会（６月）に提案された後、環境建設委員会での審査を経て、第５回定例会（９月）本会議において修正可
決されました。ここでは、委員会での質疑と条例の概要について説明します。
● 環境建設委員会での質疑 ●

　はじめに、７月９日に開催した委員会において、議案を提出した議員に出席を求め、質疑を行いました。
問　条例を制定する理由は何か。
答　本条例は、行動促進型の条例で、理念条例であり、地域や地元経
済の活性化の一助となればよいと考えており、条例を制定し、正式
に市の方針を示すことで、実効性を高めることになると考えている。

問　乾杯を推進することに対して、市民の意識が高まっていると考えて
いるのか。

答　町に出て、幅広い年齢層に約180件のアンケートを行った。そのう
ち、88パーセントが、条例に期待するという回答だった。

問　嗜好品である地酒について、条例化することに違和感があるが、ど

のように考えているのか。
答　お酒は嗜好品であるため、条例の第６条で、個人の嗜好および意思
を尊重することに配慮する、としている。個人の嗜好および意思を
尊重することを市民に意識づけ、さらにＰＲをすることで、地域発展
などの効果が出てくるのではないかと考えている。
また、この条例は、アルコールの摂取ではなく、乾杯を推進するも
のだということを理解してほしい。乾杯は一人ではできない。乾杯す
ることで、人と人をつなぐという意味を込めて提案したので、そこに
目を向けてほしいと思っている。

　次に、９月１１日に開催した委員会において、執行部に出席を求め、質疑を行いました。
問　地酒の普及や消費量のアップに着目した、新たな取り組みは考えら
れないか。

答　これまで、酒米の生産奨励や、農家の所得向上に取り組んできたの
で、次のステップとしては、市内産のものを使った、２次加工品の作
成を進めていきたい。加えて、現在行っている、大都市圏での商品

の売り込みを続けていきたいと考えている。
問　民間が日本酒関連のイベントなどに取り組む動きがあれば、支援
はできるのか。

答　地酒横丁など、民間が実施しているイベントについて、市も一緒に
行っているので、側面支援はできるのではないかと考えている。

　周南市の地酒による乾杯を推進することにより、伝統文化への理解を深め、郷土愛の醸成を図るとともに、地元食材や関連
事業の持続的発展に寄与することを目的とするもので、市の役割・関連事業者の役割・市民の協力を定めるものです。

条例制定
の趣旨

　なお、「個人の嗜好の尊重等」として、条例第６条において、市、関連事業者及び市民は、この条例に基づく取り組みに当たっては、個人の嗜好及び意思を
尊重するよう配慮するとともに、アルコール健康障害対策基本法その他の法令を遵守することを定めています。

○条例の議案は

◆ 市の役割 ◆
地酒の普及促進、地酒による地域振興
及び食文化の発展に積極的に取り組む。

◆ 関連事業者の役割 ◆
地酒による乾杯の普及促進
に主体的に取り組むととも
に、市及び関連事業者と相互
に協力するよう努める。

◆ 市民の協力 ◆
市及び関連事業者が行う地
酒による乾杯の普及促進に
関する取り組みを理解し、
協力するよう努める。

 「地酒」の定義は？
　本条例において、「地酒」とは、本市の区域
内において製造され、又は原材料に本市の区
域内において生産された農産物等を使用した
日本酒、焼酎、ビール、果実酒、リキュール等を
いいます。

「関連事業者」とは？
　本条例において、地酒や
食文化に関わる事業者の
ことをいいます。

周南市議会　議員提出議案　乾杯 で 検索

しこう ひん

徳
山
大
学
の
市
立
化
を
問
う

問
　
大
学
側
の
公
立
化
要
望
の
事

実
背
景
は
。

答　
大
学
側
に
お
い
て
地
域
貢
献

型
の
大
学
と
し
て
発
展
し
て
い
く

た
め
公
立
化
が
最
適
で
あ
る
と
判

断
、
８
月
６
日
に
要
望
書
を
市
お

よ
び
市
議
会
に
提
出
さ
れ
た
。

問
　
地
元
企
業
が
求
め
る
人
材
の

養
成
は
可
能
か
。

答　
既
存
の
学
部
学
科
か
、
新
学

部
新
学
科
を
設
置
し
て
公
立
化
か
、

地
元
企
業
の
ニ
ー
ズ
等
を
調
査
し

て
検
討
す
る
。

問
　
学
部
新
設
は
全
国
の
大
学
と

の
差
別
化
が
必
須
で
あ
る
。

答　
他
の
大
学
に
な
い
特
色
が
求

め
ら
れ
る
。
今
後
大
学
側
と
協
議
、

検
討
し
て
い
く
。 自

由
民
主
党
周
南  

兼
重
　
　
元
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周南市　救命手当講習 で 検索

　市消防本部では、応急手当の正しい知識と技術を普及するため、応急手当普及啓
発活動として、市民の方を対象とした救命講習会を実施しています。このたびの議
員研修会もこの救命講習会の制度を活用し、開催しました。
　近年、応急手当に対する市民の関心や意識は非常に高く、平成30年度

に市消防本部が市民や団体などを対象に行った講習の受講者は約3000人にものぼります。
　講習は、救命入門コース、普通救命講習、上級救命講習があり、受講されれば、修了証（救命入
門コースは参加証）が交付されます。
　下記の要領で申し込みを受け付けています。詳しくは、市ウェブサイトをごらんいただくか、市消
防本部警防課までお問い合わせください。

ご存じですか？｢119番の日｣
－議員研修会を開催しました－

　10月28日、周南市議会において、「119番の日にあたっての応急手当講習～市民の助かる命を助けるために～」
と題し、議員を対象に、応急手当（救命処置）の基礎について学び、心肺蘇生法やAED（自動体外式除細動器）の
使い方等について指導を受ける研修会を開催しました。
　今回の研修会は、正しい119番通報の知識を身に付けることなど
を目的に設けられている、11月９日の「119番の日」にちなんで企画
されたものです。
　研修会では、市消防本部警防課から、まず、応急手当についての
基礎知識等の講義を受け、その後、訓練用人形を用いて心肺蘇生法
や、近年急速に普及しているAEDの取り扱いについて指導を受けま
した。
　講義では、「応急手当と救命曲線」の図が示され、心臓と呼吸が
止まると、時間の経過とともに救命のチャンスは減っていきますが、
何もしなかった場合に比べ、そばに居合わせた人が心肺蘇生を行っ
た場合には、その減り方が随分と緩やかになることが説明され、い
かに救急車が到着するまでの間の救命処置が大切で重要であるか
がわかりました。
　やり方がわからなかったり、忘れてしまったりした場合には119番
通報の際に、電話を通じて指導を受けることができるとのことでし
た。
　ポイントは「居合わせた人は心肺蘇生を開始すること」「判断に自
信が持てない場合は心停止と判断し、心肺蘇生を行うこと」そして
「現場に居合わせた人が第一走者として救命のリレーをスタートさ
せ、そのバトンを救急隊に引き継ぐこと」ということでした。
　実技指導では約90分間にわたり、議員一人一人が心肺蘇生と
AEDの使用方法等について学びました。
　私たちは、いつ、どこで、突然のけがや病気に襲われるかもしれま
せん。その際、助かる命を助けるためには率先して行動が起こせるよ
う、日頃から応急手当の知識を身に付けておくことが大切です。

▼ 講習受講後には、受講した証として、
　 下記の参加証が交付されました。

● 市消防本部ウェブサイト

〈申し込み要領の概要〉
◆受講者人数は10名以上から申し込みをお願いします。
◆事前に希望される受講日を担当部署まで御連絡ください。

【お問い合わせ先】
　　消防本部　警防課
　　　℡  0834ー22ー8762

心肺蘇生法を実践する様子心肺蘇生法を実践する様子

ＡＥＤの使用方法を学ぶ様子ＡＥＤの使用方法を学ぶ様子

救命講習
を

受けてみ
ませんか



14

問　純利益が幾らあれば、一般会計に幾ら繰り出すという基準
はあるのか。

答　平成28年度までは、経営基盤の安定化を優先させていた
ので、純利益の１割を繰り出していたが、経営が安定し、減
債積立金の借金部分の積み立ても終わったことから、現在
は１割にはこだわっていない。

問　売り上げが好調とのことだが、全国24場全てが好調である
のか。

答　全体的に好調である。ここ数年は、ボートレース業界全体
の売り上げが毎年上がっており、平成30年度の売り上げは
全国で約１兆3000億円であった。

委員会レポート
常任委員会が調査を行ったものや特別委員会での協議内容を報告します！

　７月29日に開催した委員会で、執行部から報告を受けました。
◆ 執行部の説明（要旨）◆
　近年の経営状況は、平成23年度から平成30年度まで連続して黒字決算と好調を維持しており、平成24年度から平成30
年度の７年間で、合計８億7000万円を一般会計に繰り出している。平成30年度の主催事業における総売り上げは520億
1770万8000円で、平成29年度と比較して、83億8345万円の増となっている。
　本年12月26日からプレミアムＧⅠクイーンズクライマックスを開催する。売り上げ目標100億円、来場者数４万人を目途と
し、さらなる収益の向上とともに認知度・信頼度のアップを図りたい。

企画総務委員会 ボートレース事業の経営について

問　新制度開始に対する保護者の声は。
答　無償化を早くから国が広報していたことで、全て無料にな
ると理解されていた方が多かったと感じている。この無償

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
化は、あくまでも保育に係る部分で、副食費は保護者負担
となることを周知・説明している。

　９月11日に開催した委員会で、執行部から報告を受けました。
◆ 執行部の説明（要旨）◆
　幼児教育・保育の無償化により、原則３歳児以上は保育所・幼稚園等いずれの施設を利用しても、主食費・副食費ともに、保
護者負担に統一されるため、所得状況や多子世帯の子どもに配慮した、副食費の徴収免除制度が設けられた。対象は、年収
360万円未満相当の世帯の子どもおよび利用施設によって算定基準が異なるが、所得階層に関わらず第３子以降の子どもで
ある。しかし、保育所利用の子どもに費用負担が発生する世帯があるため、今年度10月から３月までの半年間、副食費の補助
を行う。また、新制度未移行の幼稚園利用の子どもにも国の実費徴収に係る補足給付事業を拡充し副食費の補助を行う。
　次に、幼稚園保育料への補助制度が本年９月末をもって終了するため、所定の金額以上の保育料に通園し、保護者負担が増
える子どもに対し、年度末までの半年間、子どもの保育料の補助を行う。

教育福祉委員会 幼児教育・保育の無償化に関連する市の対応事項

問　路線別評価を行ったとのことだが、バス路線の定期見直し
との関係は。

答　バス運転士の不足など、路線の維持が厳しい中、３年間の
路線別評価結果をもって、路線の維持・廃止等を決定し
た。これまで路線の見直しは、交通事業者が独自で行って
いたが、今後は、今回と同様に、事業者と行政が連携し、路
線別評価に基づいて、見直し等を実施する。

問　バス事業者は、市の意見をどの程度酌んでくれるのか。
答　交通事業者と、まちづくりにおける公共交通のあり方を話
す中で、幹線および準幹線部分は、まちづくりに大変重要
な路線であることから、維持をお願いしている。支線部分
は、路線バスとコミュニティー交通の役割をそれぞれ検討
する中で、バス路線でお願いすべき路線は、防長交通に
走ってもらう形でのバス路線網を検討している。

　７月26日に開催した委員会で、執行部から報告を受けました。
◆ 執行部の説明（要旨）◆
　住民意見交換会では、今年度策定予定の周南市地域公共交通再編計画の方針や、防長交通株式会社からバス事業の現
状についての説明を行った後、意見交換会を行った。市民からは、車の運転ができない高齢者への支援についての意見が多
く、将来の移動手段に不安を抱えている高齢者への対応が今後の課題と認識した。

環境建設委員会 バス路線の見直しに係る住民意見交換会について
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問　２期計画で、新たに取り組む事業とは何か。
答　新規事業として、徳山駅前地区第一種市街地再開発事業、
シビックプラットホーム活用事業、子育て総合支援事業が
挙げられる。

問　昨年、みなとオアシスに登録されたが、港側の計画エリア

は、どうなっているのか。
答　フェリーターミナルまでは計画エリアに含まれているが、そ
れ以外のエリアについては、事業等がなければ含めるのは
難しい。最終的な結論を出したわけではないので、今後も
検討していきたい。

　８月19日に開催した委員会で、執行部から報告を受けました。
◆ 執行部の説明（要旨）◆
　６月４日の特別委員会での説明後、内閣府からアドバイスを受け、次のとおり計画概要を修正した。
　まず、新規出店数について、飲食、食品販売以外の業種が横ばい傾向であることから、物販、サービス等の業種の新規出
店の増加を図りたいと考えている。また、平日の通行量が横ばい傾向であることから、回遊性や滞在性を高めていく必要が
あるため、中心市街地の商業、サービス機能や都市機能の充実を考えている。
　以上のことから、２期計画における数値目標に、物販、サービス業新規出店数と平日歩行者通行量を設定することを検討
している。
　修正した計画概要を再度内閣府に説明したところ、中心市街地における観光促進などを考えていくべきではないか、計画
エリアは本当に妥当か検討すること、などの意見をいただいた。今後は、この意見をもとにさらに検討していきたいと考えて
いる。

中心市街地活性化
対策特別委員会 中心市街地活性化基本計画（２期）について

問　補助金の返還額より売却益のほうが多い場合は売却し、返
還額のほうが多い場合には売却しないという理解でよいか。

答　基本的にはそうである。それと建物の老朽の程度や耐震
性、市場性の有無等を勘案しながら、補助金を返還し売却
するべきか判断する。

問　売却益よりも解体費のほうが多い場合、建物を現状有姿に
て保有することはできないのか。

答　原則はそのとおりであるが、例えば台風等でその建物が倒
壊する可能性があり、周辺に危険を及ぼす場合は、赤字で
も解体せざるを得ないこともある。

　８月19日に開催した委員会で、執行部から報告を受けました。
◆ 執行部の説明（要旨）◆
　現在、市が所有する遊休財産のうち、既に未利用となっている財産と、用途廃止を決定、または用途廃止の決定が予定さ
れている財産を対象とし、まずは他の行政目的等での利活用の検討を行い、直ちに他の事業目的で利用がある場合は転用
に向けて施設整備を進める。
　また、現時点で利用計画がない場合においても、立地条件、面積、周辺の土地利用状況等を考慮し、将来的な活用が見込
める一定規模以上の土地については、当面の間保有し、貸し付けや定期借地等による時限的な活用を図ることとしている。
　将来的にも利活用の想定がない場合は、売却等を行うが、補助金の返還の有無や境界確認、用地測量等を調査し、売却
益の最大化、事務の効率化を図りながら、売却・貸し付け・譲渡を行っていく。

公共施設再配置に
関する特別委員会 用途廃止（予定）施設の利活用について

問　推進施策の中で、前期にはなく後期で新しく入ってきたも
のはあるか。

答　高等教育等における人材の育成、シティープロモーションの
推進およびシビックプライドの醸成が後期で入った。

問　後期基本計画は今年度中に策定されるが、総合戦略はどう
なるか。

答　国の総合戦略は、６月に基本方針が示され、１２月に策定予
定である。各市町の総合戦略策定に当たっては、国や県の
総合戦略を勘案する必要があるので、総合計画等との整合
性を図りながら、切れ目のない計画になるように、今後取り
組んでいく。

　８月21日に開催した委員会で、執行部から説明を受けました。
◆ 執行部の説明（要旨）◆
　本計画は、第２次周南市まちづくり総合計画の基本構想に掲げる将来の都市像「人・自然・産業が織りなす未来につなげ
る安心自立都市周南」の実現に向けて、令和２年度から５年間で取り組む各分野の基本的な施策を示したものである。施策
の体系を９つの分野に分け、その中に31の基本施策を掲げ、その下に、120の推進施策を設定した。また、「市民に寄り添
う」、「シビックプライドを育む」、「周南の強みを生かす」の３つのまちづくりの視点から、重点的かつ横断的に実施する施
策群である重点推進プロジェクトを設定した。
　今後は、まちづくり総合計画審議会に諮問し、９月下旬以降に答申を受け、その後、11月ごろパブリックコメントを行い、
パブリックコメントや議会からの意見等を踏まえて、年度内に策定する予定としている。

まちづくり総合計画策定
に関する特別委員会 第２次周南市まちづくり総合計画後期基本計画（素案）について



先進地から学ぶ
委 員 会行政視察先進地から学ぶ

常任委員会・特別委員会では、本市が抱える問題や課題解決のために、先進都市への行政視察を
行いました。

企画総務委員会
調査内容と視察先

令和元年10月７日～９日

●ボートレース事業の経営について
●大学の公立化について
●防災対策への取り組み

（埼玉県戸田市）
（長野県上田市）
（広島県呉市）

教育福祉委員会
調査内容と視察先

令和元年10月７日～９日

●子ども関連施設に関する調査
●障害者福祉に関する調査

（北海道函館市）
（栃木県那須塩原市）

公共施設再配置に関する特別委員会
調査内容と視察先 令和元年10月23日～25日

●公共施設再配置について
（和歌山県田辺市）（和歌山県新宮市）

し
ゅ
う
な
ん
議
会
だ
よ
り
 N
o.68　

令
和
元
年
12月

１
日
発
行
　
発
行
／
周
南
市
議
会
　
編
集
／
議
会
だ
よ
り
編
集
委
員
会
  〒
745-8655 周

南
市
岐
山
通
1-1  TEL.0834-22-8503  http://w

w
w
.city.shunan.lg.jp/site/gk/

席に限りはありますが、先着順で、どなたでも傍聴できます。
庁舎５階の議場傍聴席までお越しください。

■12月定例会の予定

市議会からのお知らせ
■ 議会を傍聴しませんか

※本会議・委員会は、午前９時30分から開催します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（土・日は休会です。）
※日程の変更は、市議会ホームページでお知らせします。

★ＣＣＳ ……………… デジタル  111Ch
★Ｋビジョン ………… デジタル  123Ch
★メディアリンク …… デジタル  122Ch
　※メディアリンクの録画放送は121Ch

■インターネット議会中継

日 月 火 水 木 金

本会議
（初日）

予算決算
委員会

一般質問

予算決算
委員会

一般質問一般質問 常任委員会

一般質問

本会議
(最終日)
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本会議の生中継と録画放送をインターネットで配信
しています。
録画放送は、本会議の３～４日後から視聴できます。

■ケーブルテレビ議会中継

一般質問については、再放送および再々放送を行
います。
（なお、再々放送は、CCSおよびメディアリンクで放映）

本会議の様子を生中継します。

２時間程度にまとめた番組を録画放送します。
放送の日程は、市議会ホームページでお知らせし
ます。  

委員会の様子を録画放送します。

周南市議会　インターネット中継 で 検索 を

※スマートフォンからも視聴できます。

環境建設委員会
調査内容と視察先

令和元年11月11日～13日

●地方卸売市場青果卸売業者再生計画に関する調査

●生活交通に関する調査
●住生活基本計画に関する調査

（栃木県足利市）
（埼玉県熊谷市）
（三重県津市）



　本市議会では定例会等の会期中を除き、議場の見学を受け付け
ておりますので、ぜひお越しください。
　なお、見学を希望される方はあらかじめ議会事務局にご連絡い
ただきますようお願いします。
　　　　　　　　　　　議会事務局℡　0834ー22ー8503

議場見学のご案内
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